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｢学ぶ喜び 感動のある授業｣をめざして 

～わかる、できる授業による確かな学力の向上～ 

  

本校では今年度、教育目標の実現のために「学ぶ喜び 感動のある授業」 

をめざし、日々「わかる、できる」授業実践に取り組んでおります。 

戦禍が続くウクライナや中東情勢、地球温暖化による異常気象、頻発する 

地震や風水害、米などの物価高騰･･･予測困難な時代、子どもたちは「未来を 

生き抜く力(術)」をしっかりと身につけていかなければなりません。 

 

現在、施行されております「第７次福島県総合教育計画」の中でも小中学校 

教育施策の指針として「急激な社会の変化の中でも通用する確かな学力の育成を 

図る学習指導の工夫・改善」が必要であると示されております。 

学校は、確かな学力の育成と定着のためには、「わかった、できた」という 

満足感や達成感が得られる授業づくりに努めていかなければなりません。 

  

富田小学校の教育理念に掲げる 

「学ぶ喜び」とは、単に、友達と楽しく学べた喜びにとどまらず、自己成長 

や人間性の向上を通じて得られる喜びであり、 

① 本質に気づく喜び ② 相互の深まりやよさを認め合う喜び ③ 自分の 

成長を認識する喜び と、捉えております。 

  

「感動のある授業」とは、感銘を受けたり、心を動かされたりする授業であり 

① 新しい学習との出会いによる感動 ② 試行錯誤によって問題解決・目的 

達成ができた感動(一人でも、みんなとでも) ③ 新たな問いが生まれたとき 

の感動 等、「できた、よくわかった、おもしろかった、もっとやってみたい」 

とい成就感と挑戦する心が芽生え、高まる授業であると捉えております。 

 

今年度の重点目標「主体的に学び、挑戦する児童の育成」の実現のための授業の 

充実に今後も教職員一同、努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 



教育相談お世話になります 
昨年度まで秋に実施しておりました教育相談を今年度から 7 月に実施し、子どもさんの１学期のようすを

保護者の皆様と共有し、家庭と学校で連携しながら夏休み中や２学期以降の学習や生活の改善、よさや可能

性のさらなる伸長のために生かしてまいりたいと考えます。 

7 月 4 日(金)から 7 月 14 日(月)までの期間で実施いたします。お一人 15 分という短

い時間ではありますが、保護者と担任とが直接話し合うことができる貴重な機会です。 

ご多用中とは存じますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

特設｢合唱部｣ ｢陸上部｣ 頑張っています 
＜陸上部＞ 

６月７日(土)田村市陸上競技場で開催された全国小学生陸上競技交流大会

県中地区予選では、特設陸上部やクラブチーム所属の富田っ子 54 名が出場

し、自己記録の更新はもとより、4×100ｍリレーや 100ｍ走で総合１位に

輝き、各種目でも上位入賞するなど、22 名が 7 月 5 日(土)県営あづま総合

運動公園で開催される県大会に出場します。保護者の皆様には、朝早くか

ら、弁当準備や送迎、暑い中の応援、誠にありがとうございました。全国

大会めざし頑張る富田っ子への応援をよろしくお願いいたします。 

 

＜合唱部＞ 

8 月 20 日(水)けんしん郡山文化センターで開催される第 78 回 市小中学

校合唱祭参加に向けて、心をひとつに練習に取り組んでおります。今年度

は 2020 東京オリンピック・パラリンピックで NHK の放映で使用された嵐

の「カイト」を選曲しました。頑張る人たちへの応援歌です。 

本番までまだ時間はありますが、文化センターの大きなステージで、美

しい歌声とハーモニーをホールいっぱいに響かせてほしいと思います。た

くさんの保護者の皆様の来場と鑑賞をよろしくお願いいたします。 

 

７月５日(今年は 4 日)は市立学校｢校地内交通安全の日｣ 
平成 24 年７月５日に市内小学校の敷地内で保護者の運転する自動車に児童がひかれ、貴い命が失われると

いう交通事故が発生したことから、本市では毎年７月５日を｢校地内交通安全の日｣としております。  

この痛ましい事故から得られた教訓の風化を防ぎ、校地内をはじめ、子どもの交通事故の絶無を図るた

め、以下の点について、改めて、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。 

 

１ 「体育館西側駐車場」、「児童クラブ駐車場」、「児童クラブ東側駐車場」をはじめ、

教職員や保護者が校地内等に自動車を乗り入れる場合は、最徐行を心がけ、児童やその他の

歩行者の安全に細心の注意を払う。 

２ 日常的に校地内や近隣で危険が予測される道路や場所について、学校と家庭、地域が情報を共

有し、安全確保のための適切な対策を行う。 

 

交通安全母の会や見守り隊の皆様、ＰＴＡ等保護者の皆様、地域の方々の協力を得て、地域ぐるみで児童

の交通安全の確保に努めてまいりますので、今後とも連携よろしくお願いいたします。 


